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今月の内容
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Ｐａｇｅ１

●相続税・贈与税の一体化について

この記事につ
いてのお問い
合わせは小幡
までお気軽に
どうぞ。

●相続税・贈与税の一体化について

近いうちに贈与税の暦年課税の基礎控除がなくな
るかもしれない、生前贈与の部分が長期に遡られる

ようになり相続税が高額になるため、今のうちに生

前贈与していた方がいいのではないか、そのような
話を聞いたことはありませんか。

贈与税・相続税のところは、ここ近年見直しが多く
なされている部分でもあります。

現在の日本の贈与税は、1年ごとに課税が発生し
（暦年課税といいます）、年間110万円の基礎控除が
あります。また、暦年課税制度の基礎控除は使えな
くなりますが、60歳以上の父母・祖父母から20歳以
上の子または孫への生前贈与について、限度額
2500万円として、贈与税について課税をせず、その
贈与にかかる財産の価額を相続時点まで繰り延べ
て、相続税の課税価格に加算する「相続時精算課
税制度」もあります。

そして、相続税については、相続開始前３年以内

になされた贈与については、相続税の算定をする際
に、その取得した財産の価額を相続税の課税価額

に加算した価額を相続税の課税価額とみなして計
算することになっています。

この「暦年課税の基礎控除」や「相続開始前3年以
内になされた贈与」の加算について改正が見られる

のではないか、というところが取りざたされているの
です。

（１）令和4年税制改正大綱について

ア 令和3年度の税制改正大綱

令和2年12月10日に出されました令和３年度税制
改正大綱では、以下のように記載しています。

「資産移転の時期の選択に中立的な相続税・贈与

税に向けた検討

高齢化等に伴い、高齢世代に資産が偏在するととも
に、相続による資産の世代間移転に時期がより高

齢期にシフトしており、結果として若年世代への資
産移転が進みにくい状況にある。

高齢世代が保有する資産がより早いタイミングで若
年世代に移転することになれば、その有効活用を通

じた、経済の活性化が期待される。このため、資産

の再分配機能の確保に留意しつつ、資産の早期の

世代間移転を促進するための税制を構築すること
が重要な課題となっている。

わが国の贈与税は、相続税の累進回避を防止する

観点から、高い税率が設定されており、生前贈与に

対し抑制的に働いている面がある。一方で、現在の

税率構造では、富裕層による財産の分割贈与を通
じた負担回避を防止するには限界がある。

mailto:info@daylight-law.jp
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諸外国では、一定期間の贈与や相続を累積して課

税すること等により、資産の移転のタイミング等に
かかわらず、税負担が一定となり、同時に意図的な

税負担の回避も防止されるような工夫が講じられて
いる。

今後、こうした諸外国の制度を参考にしつつ、相
続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点

から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度

にあり方を見直すなど、格差の固定化の防止等に

留意しつつ、資産移転の時期の選択の中立的な税
制の構築に向けて、本格的な検討を進める。」

自民党HP：

https://www.jimin.jp/news/policy/200955.html

イ 令和4年度の税制改正大綱

令和3年度の税制改正大綱が出されてから、翌年

には税制が改正されるものと思われましたが、令和
4年度の税制改正大綱においても、一体課税の改
正はいったん見送られました。

令和3年12月10日に出されました、令和4年税制
改正大綱では、以下のように記載しています。

「相続税・贈与税のあり方

高齢化等に伴い、高齢世代に資産が偏在するとと

もに、相続による資産世代間移転の時期がより高
齢期にシフトしており、結果として若年世代への資
産移転が進みにくい状況にある。

高齢世代が保有する資産がより早いタイミングで若

年世代に移転することになれば、その有効活用を
通じた経済の活性化が期待される。

一方、相続税・贈与税は、税制が資産の再分配機

能を果たす上で重要な役割を担っている。高齢世

代の資産が、適切な負担を伴うことなく世代を超え
て引き継がれることとなれば、格差の固定化に繋が
りかねない。

このため、資産の再分配機能の確保を図りつつ、

資産の早期の世代間移転を促進するための税制を
構築していくことが重要である。

我が国では、相続税と贈与税が別個の税体系と

して存在しており、贈与税は、相続税の累進回避を
防止する観点ら高い税率が設定されている。

このため、将来の相続財産が比較的少ない層に
とっては、生前贈与に対し抑制的に働いている面が
ある一方で、相当に高額な相続財産を有する層に

とっては、財産の分割贈与を通じて相続税の累進

負担を回避しながら多額の財産を移転することは
可能となっている。

今後、諸外国の制度も参考にしつつ、相続税と贈

与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行

の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を

見直すなど、格差の固定化防止等の観点を踏まえ
ながら、資産移転時期の選択に中立的な税制の構
築に向けて、本格的な検討を進める。

あわせて、経済対策として現在講じられている贈

与税の非課税措置は、限度額の範囲内では家族
内における資産の移転に対して何らの税負担も求

めない制度となっていることから、そのあり方につい

て、格差の固定化防止党の観点を踏まえ、不断の
見直しを行っていく必要がある。」

自民党HP：
https://www.jimin.jp/news/policy/202382.html

ウ 主要国における相続税の概要

主要な諸外国では、現行の日本の相続税の制度

よりも長期の期間、相続開始前になされた贈与につ
いての累積がなされる制度設計になっています。

諸外国を参考にするということになると、今後の税
制改正により、日本でも累積の期間が現在の3年よ
りも長期になることが予想されます。

内閣府HP（2020年11月13日第4回税制調査会）
https://www.cao.go.jp/zei-
cho/gijiroku/zeicho/2020/2zen4kai.html

https://www.jimin.jp/news/policy/200955.html
https://www.jimin.jp/news/policy/202382.html
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（2）効率的な生前贈与の考え方

そんなに急いで生前贈与をした方がいいのか、そ
う思う方もいるかもしれません。

ですが、生前贈与を使う場合と使わない場合で、
最終的な納税額が変わることもよくあります。

例えば、配偶者と子2人いるときに、
配偶者に1億円、子に各5000万円ずつを分ける
という場合を考えてみましょう。

※相続の際には、配偶者の税額の軽減を利用、累積
制度の期間を経過している前提で記載しています。

【生前贈与をしない場合】

生前贈与をしない場合、相続の際に

配偶者：1億円
子2人：各5000万円ずつ 相続をすることになります。

この場合、

遺産総額：2億円
課税遺産総額（遺産総額－基礎控除（3000万円＋

600万円×相続人の数））

：2億円－4800万円＝1億5200万円
各相続人の相続税の額

配偶者：0円（配偶者の税額軽減の利用）

子2人：各675万円 となります。

ですので、最終的な納税額は675万円×2＝1350万
円ということになります。

【子2人に5年間510万円ずつ生前贈与をする場合】

子2人に年間510万円ずつ生前贈与を5年間行う場

合、1年間に支払う贈与税は

子1人あたり：年間50万円 となります。

ですので、これを5年間行うと、支払う贈与税の総
額は

贈与税の総額：50万円×2人×5年間＝500万円
になります。

そして、相続が開始された場合には、遺産総額は

遺産総額：2億円－510万円×2人×5年間＝1億
4900万円 になります。

そこから、遺産分割で

配偶者：1億円
子2人：各2450万円ずつ 相続することになります。

このときの各人の相続税の額は

配偶者：0円（配偶者の税額軽減の利用）

子2人：各242万円 となります。

ですので最終的に納税することとなる税額の総額は

500万円＋484万円＝984万円 になります。

同じ2億円を配偶者に1億円、子2人に各5000万円
ずつ分配をするということであっても、生前贈与を
行うか行わないかで、364万円もの金額の差が出

てくることがわかります。



※転記フリー※

このニュースレターは転記フリーです。

役に立つと思ったら、転記していただいて結構です。

今回の記事に関するお問い合わせはこちらまで

弁護士 小幡 拓郎

電話番号: ０９２‐４０９‐１０６８
e-mail：info@daylight-law.jp
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デイライト法律事務所には、各分野に強い弁護士が複数在籍しております。
お困りのことがありましたらぜひご相談ください。

離婚・男女問題 刑事 / 企業犯罪 破産再生交通事故 / 人身障害 相続 / 事業承継企業法務 / 労働問題

0120-783-645ご予約専用フリーダイヤル 時間              日  電話受付365 24

（3）その他贈与税等に関する改正

令和4年税制大綱での、相続や贈与に関わる改
正として、その一部をご紹介します。

①直系尊属から住宅取得投資金の贈与を受けた
場合の贈与税の非課税措置等

・適用期限の延長：令和5年12月31日まで
（2年延長）
・非課税限度額：耐震、省エネまたはバリアフリー
の住宅用家屋 1000万円、それ以外の住宅用家屋

500万円
・適用対象となる既存住宅家屋の要件：築年数要

件の廃止と新耐震基準に適合していることの要件
を追加

・受贈者の年齢要件の変更：18歳以上に引き下げ

（現行20歳以上）

②農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の
適用

③特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度の
適用

④非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予
の特例制度

・特定承継計画の提出期限を1年延長

⑤相続に係る所有権の移転登記等に対する登録
免許税の免税措置

・適用対象となる土地の範囲：市街化区域内に所在
する土地を追加

・適用対象となる土地の価額の上限：上限100万円
まで引き上げ（現行10万円）
・適用期限：3年延長

（4）まとめ

現段階では、令和4年税制改正大綱記載のように、
相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観
点から具体的に検討を進めていくというにとどまっ
ています。

贈与税の暦年課税の基礎控除が引き続き存続す

るのか、相続税について生前贈与の累積課税の期
間が長くなるのか等、具体的な改正案までは出てき

ませんでしたが、近年のうちに主要国の制度設計
に近づいていく可能性もあります。

今後の改正の動向に注目し、税理士とも相談しな
がら生前贈与等を有効活用していくことが良いで

しょう。


